
北欧諸国は政治家、公務員の犯罪、不正 日本、アメリカと比較 

ChatGPT: 

非常に本質的な問いです。 

「北欧＝清廉潔白」と思われがちですが、政治家や公務員の犯罪・不正はゼロではありません。 

しかし、日本やアメリカと比較すると、不正の発生頻度・規模よりも、“発覚しやすさ”と“処分の厳

格さ”に大きな違いがあります。 

    結論から言うと： 

観点 北欧 日本 アメリカ 

不正の発

生 

小規模で稀だがゼロでは

ない 
身内に甘い構造的体質 

スキャンダルは多いが報道が

強い 

発覚のしや

すさ 

非常に高い（透明性・通報

制度） 

隠蔽・改ざんの前例が

多い 

情報公開制度が強力、メディア

が掘り起こす 

処分の厳し

さ 
不正発覚で即辞任・起訴も 

辞任回避が多い、説明

拒否も可 
弾劾制度や特別検察制度あり 

市民の信

頼度 

高い（政治家への信頼率

60〜80％） 
低い（30％未満） 

分極化により分かれる（支持政

党による） 

    北欧諸国の実態 

● 例 1：ノルウェー 

• 2019 年：女性政治家が「生活費補助金を不正受給」→すぐに辞職し、刑事罰 

• 公務員による談合や癒着もゼロではないが、発覚すればすぐに外部調査・説明責任 

● 例 2：スウェーデン 

• 税金で高額の私的出費をした大臣が世論の批判で即辞任 

• 過去には閣僚が「テレビ受信料を払っていなかった」だけで辞職 

    少額のミスでも「信頼に値しない」とみなされ、辞職が当たり前 

          日本の問題構造 



問題 実例 

不正の発覚が遅い 
森友・加計・桜を見る会・旧統一教会問題など、長期にわたって説明拒否・資

料非公開 

政治家の責任回避 秘書のせい、記憶にない、調査中などで逃れる 

内部通報制度が弱

い 
通報者が処分される例があり、機能していない 

メディアへの圧力 記者クラブ制度、忖度報道で深掘りされにくい 

      アメリカの特徴 

特徴 内容 

犯罪・スキャンダルは多い 汚職、買収、利益相反など頻発 

しかし、弾劾・訴追の仕組みが強

い 
特別検察、議会調査、司法省の独立性が高い 

報道の力が強い 
ワシントン・ポストやニューヨーク・タイムズなどが政権を問わず

追及 

裁判が早く動く 政治家も訴追されれば起訴・有罪に 

例）トランプ前大統領は退任後も 30 件以上の訴追対象に 

         汚職・腐敗の国際比較（トランスペアレンシー・インターナショ

ナル調査） 

2023 年「腐敗認識指数（CPI）」より 

（点数が高いほどクリーン） 

国 点数/100 世界順位（180 カ国中） 

🇩🇰 デンマーク 90 1 位（最もクリーン） 

🇫🇮 フィンランド 87 2 位 

🇸🇪 スウェーデン 83 6 位 

🇯🇵 日本 73 18 位（先進国では低め） 

🇺🇸 アメリカ 69 24 位 



      結論：北欧は「不正が起きにくい社会設計」ができている 

北欧では： 

• 情報公開制度 

• 内部告発者の保護 

• 独立した監査機関 

• 市民・議会・メディアの監視意識 

が制度と文化の両面で機能しています。 

「透明性」と「早い説明責任」が不正の抑止になっているのです。 

「内部通報制度の国際比較」 

ChatGPT: 

以下に、内部通報制度（Whistleblower Protection）の国際比較を示します。 

制度の法的保護、実効性、社会的な文化まで含めて、北欧・日本・アメリカ・EU を軸に比較分析し

ます。 

    内部通報制度の国際比較 

観点 

🇸🇪 スウェーデン

/🇳🇴 ノルウェー（北

欧） 

🇯🇵 日本 🇺🇸 アメリカ 🇪🇺 EU 全体 

制度の有

無 

法制化済（強力な

通報者保護） 

法制化済（2006 年

〜） 

法制化済（1989 年

〜） 

2019 年に指令（2021 年

までに加盟国に法制化

義務） 

保護範囲 
公私問わず。匿名

も可。報復は禁止 

公的機関中心。民

間は努力義務 

公私に適用。報復

時は損害賠償あり 

公私に適用。社内・社外

どちらの通報も保護対

象 

通報先の

選択肢 

社内、監査機関、メ

ディア、労働組合な

ど柔軟 

原則社内（第三者

機関は弱い） 

社内・政府・報道す

べて OK 

社内ルート義務化＋外

部機関へ通報可能 



観点 

🇸🇪 スウェーデン

/🇳🇴 ノルウェー（北

欧） 

🇯🇵 日本 🇺🇸 アメリカ 🇪🇺 EU 全体 

通報者の

匿名性 
高く守られる 

原則実名（匿名通

報は調査されない

例も） 

匿名通報も認めら

れる 

匿名でも受理可（加盟国

による） 

罰則と補

償 

通報者への報復に

刑事罰あり。損害

賠償も可 

報復禁止だが処分

例ほぼなし 

報復には法的制裁

＋損害賠償制度 

加盟国に保護義務あ

り。通報者の生活支援

制度も可能 

実効性

（社会的

信頼） 

非常に高い（労組・

報道との連携） 

非常に低い（「通報

＝裏切り」という空

気） 

中程度（法制度は

強いが分極化で揺

れる） 

高まっているが国により

差 

    各国のポイント解説 

🇸🇪 スウェーデン・🇳🇴 ノルウェー（北欧） 

• **「公益通報は市民の義務」**という価値観 

• 労働組合やメディアと連携し、組織ぐるみの不正も発覚しやすい 

• 通報者は英雄視される場合すらある（社会的保護が強い） 

🇯🇵 日本の現状（2022 年法改正あり） 

• 「公益通報者保護法」は存在するが、以下の問題点が多い： 

o 社内で通報しても握りつぶされやすい 

o 通報後に左遷・退職強要されるケースが実際にある 

o 匿名通報は「信頼性に欠ける」とされ、調査対象になりにくい 

• 改正法で「報復禁止」や「事業者の体制整備義務」が明記されたが、通報者保護の実効性

は依然弱い 

🇺🇸 アメリカ 

• 1989 年に「Whistleblower Protection Act」制定 

• SEC（証券取引委員会）などによる報奨金制度もあり、大規模不正の内部告発が多発 

• 例：ウォルマート、エンロン、フォルクスワーゲン排ガス不正事件 など 

🇪🇺 EU 全体（EU Whistleblower Directive） 

• 2019 年に**EU 指令（Directive 2019/1937）**を採択 



o 加盟国に通報者保護法の整備を義務付け 

o 社内・社外の通報先が明示されていればどちらも合法 

o 組織内に内部通報窓口の設置が義務 

• 多くの国で 2021〜2023 年にかけて国内法に落とし込み 

       国際 NGO 評価：「通報者保護制度指数（WPI）」の例 

国 総合評価（100 点中） 備考 

🇳🇴 ノルウェー 86 点 報復禁止・透明性ともに高水準 

🇸🇪 スウェーデン 83 点 労組・報道との連携が強い 

🇯🇵 日本 46 点 実効性・報復防止が弱い 

🇺🇸 アメリカ 75 点 公務員中心だが実務面は強い 

🇩🇪 ドイツ 80 点 EU 指令に沿って整備中 

    結論：日本の課題と今後 

日本ではまだ 

• 「通報＝裏切り者」 

• 「組織の恥は外に出すな」 

というムラ社会的意識が根強く、制度だけでなく文化と教育の変革が求められます。 
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